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災害に抗して 

 

  「自宅療養やめて」の第二次要望に 

厚生労働省も「事務連絡」で対応しました   

 第二次『陽性者の「自宅療養」をやめ、国の公的責任による臨時病院の病床増で入院治療

を強く求める要望書』を１０月１日（金）厚生労働省に申し入れしました。 賛同自治体議

員は全国で３７１名（現職のみ）にもなりました。 

 『要望書』の成文は以下の通りです。『要望書』では、３７１名を強調し、危ぶまれる「第

６波」についても指摘しました。当日の東京は台風のため私たちは８名でしたが厚生労働省

は７名の対応で１時間３０分の申入れとなりました。 

 厚生労働省もこの問題では３回ほど通達を出していますが、１０月１日には、「事務連絡」

として「今夏の感染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応する保健・医療

提供体制の整備について」を都道府県・保健所設置市・特別区に通達しました。新聞報道で

も（毎日新聞 10.2）掲載されています。 この中には、自宅療養と臨時医療施設の対応も

ようやく記載されています。不十分ですが一歩前進であり、この間の要望行動のささやかな

成果とも思われます。協力していただいたみなさんに感謝申し上げます。 

 
 

感染症対策研究部会 
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写真は、1０月１日、埼玉県坂戸市の武井誠市議会議員が要望文を読み上げ、厚

生労働省に提出した様子です。 

 この後、「自宅療養をやめるべき」との自治体の状況を様々に申し述べました。 

 

 

 

厚生労働省のこの間の通知や１０月１日の「事務連絡」は厚生労働省のホームペ

ージにも掲載されています。この内容の紹介も次回に行う予定です。 

 提出した当日の、要望書と資料は次の通りです。 
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厚生労働大臣 田村憲久様 

陽性者の「自宅療養」をやめ、国の公的責任による 

臨時病院の病床増で入院治療を強く求める要望書 

 

私たち３７１名の自治体議員（現職のみ）は、新型コロナウイルス感染症における陽性者の「自宅療

養」をやめ、国の公的責任で自治体と連携して臨時病院の病床増で入院治療を行なうことを強く求

めます。  

日本の多くの国民は感染症に怯え、「入院制限」と「自宅療養」にいのちの不安を強く抱き続けて

います。「新たな感染者が減った」とされていますが、いまだに重症者は多く、亡くなられている方々

も高止まりの傾向が続いています。入院治療が受けられない陽性者も８２％（９月２２日現在）であり、

「自宅療養」で多数の方々が亡くなられている実態も続いています。しかも今後、「第６波」など新

たな感染の増大すら想定されています。 

明らかに「自宅療養」は危険です。実質的に治療もされず、食生活などの対応も不十分です。これ

では患者の「放置」「見放し」です。しかも患者のいのちを守れないばかりか、感染症の「放置」と

なり、家庭内感染と地域感染をも拡げています。 

政府は公的責任をはたすために、自治体と連携協力して、直ちに公共施設などの会場を使用して

臨時病院施設を設置し、病床の増加をはかるべきです。すでにいくつかの自治体では、全国１８都

道府県２８施設の設営（９月８日現在）をはじめました。政府はこの動きを全国的に強め、拡げるべき

です。また、医療従事者の確保も必要不可欠であるため、関係団体との協力を求め、しっかりした安

全環境と良好な待遇条件で人材を確保していただきたい。そして社会的検査を徹底し、感染者の早

期入院治療ができる医療体制を強く要望します。 

 

記 

 
1. 政府は、「自宅療養」をやめ、臨時病院を設置し増床をはかるために医療資源確保と財

政上の公的責任を果たされたい。 
2. 自治体や関係団体との連携を強め、医療従事者の安全環境と良好待遇で人材をしっかり

確保されたい。 
3. 今後とも感染抑制のために検査を徹底し、感染者の「早期発見・早期入院」をはかられ

たい。                   
以上 要望書を提出します。

２０２１年１０月１日 

要望書賛同自治体議員一同 （賛同者名簿は別紙のとおり）



4 
 

 
 

 



5 
 

 


